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公益財団法人農林水産長期金融協会利子助成システム利用規約 

（ＩＳＳ利用規約） 

平成 24年７月 12日制定   

平成 28年６月 17日一部改正 

平成 29年４月 ７日一部改正 

令和 ３年３月 １日一部改正 

令和 ５年５月 10日一部改正 

 

第１条（目的） 

この規約は、第２条に定めるインターネット上のサービスを第３条に定める利

用者が利用する上で必要な手続き及び制約条件を定めることを目的としていま

す。 

 

第２条（公益財団法人農林水産長期金融協会利子助成システムの定義） 

(1) 公益財団法人農林水産長期金融協会利子助成システムとは、公益財団法人

農林水産長期金融協会（以下「協会」という。）が実施する利子助成事業にお

いて、利子助成を受ける農業者、漁業者等を代理する融資機関に対してイン

ターネット上で申請、報告その他利子助成に関する手続きの手段を提供する

ほか、次に掲げる事務手続きの手段を提供するウェブサイト及びそれに付随

するサービスの全体をいいます。 

ア 利子助成事業を行う機関から受託する事務 

イ 利子助成を受ける農業者、漁業者等に対して協会が発出する利子助成金

交付決定通知書等の作成を協会が委託する事務 

(2) 公益財団法人農林水産長期金融協会利子助成システムは、以下、ＩＳＳと

称します。（ＩＳＳは利子助成システムの英語訳 Interest Subsidy Systemの

頭文字をとったものです。） 

(3) ＩＳＳは、協会が利子助成事業を実施するに当たり利子助成金の交付に関

する事務手続等を定めている規程（交付規程）における事務手続の実施手段

であり、(1)の事務における意思の伝達を行います。（株式会社日本政策金融

公庫農林水産事業及び沖縄振興開発金融公庫との意思の伝達手段は、データ

交換を基本とします。当該データの提供期日等は別に定めるものとします。） 

また、交付規程で定める様式のうち、様式１（委任状）以外のものを、利用

者がＩＳＳを使用してＰＣ上に表示した画面で提供します。（ただし、株式会

社日本政策金融公庫農林水産事業及び沖縄振興開発金融公庫については、所

定の項目が記載されていれば、各公庫の独自様式で差し支えありません。な

お、書類の提出期日等は別に定めるものとします。） 
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第３条（利用者） 

(1) ＩＳＳの利用者（以下「利用者」という。）は、次に掲げる機関に所属する

者に限ります。 

ア 前条(1)にいう融資機関 

イ 協会に利子助成に関する事務を委託する機関 

ウ 利子助成を受ける農業者、漁業者等に対して協会が発出する利子助成金交

付決定通知書等の作成を協会から受託する機関 

(2) 利用者の数に制限はありません。 

(3) 利用者は、ＩＳＳにおける操作権限の違いから、管理者と担当者に区分し

ます。管理者は、担当者の操作権限に加えて、利用者の登録等に係る操作権

限を有します。 

(4) 融資機関が利子助成事務を開始するに当たっては、融資機関の代表者は、

この規約を承諾のうえ、別紙「融資機関届兼ＩＳＳ利用届」（以下「利用届」

という。）を書面で協会に提出します。 

(5) 協会は、利用届に記載された管理者を登録します。登録された管理者は、

その他の利用者をＩＳＳ画面から登録します。 

(6) 利用届は、協会ホームページの「ＩＳＳマニュアル」の巻末付録に掲載し

ます。 

 

第４条（利用者ＩＤ及びパスワード） 

(1) ＩＳＳの利用者の認証は、利用者ＩＤ及びパスワードにより行います。 

(2) 利用者ＩＤは、管理者が任意の８桁の英数字を採番して付与するとともに、

管理者が随時変更できます。 

(3) パスワードは、前条(5)により登録された各利用者に対して、ＩＳＳが自動

採番して付与します。 

なお、付与されたパスワードは、各利用者が任意の 10 桁以上 15 桁以内の

英数字記号に随時変更できます。 

(4) 利用者は、パスワードを第三者に開示してはならないものとし、自己の責

任においてこれを管理するものとします。 

 

第５条（パスワードの有効期間） 

パスワードの有効期間は、1か月、３か月、６か月、１年のいずれかとします。 

 

第６条（利用者の禁止行為） 

利用者は、ＩＳＳを利用して次に掲げる行為を行わないものとします。 
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ア 意図的に虚偽の情報を登録する行為 

イ 協会の名誉・信用を傷付け、信頼を毀損する行為 

ウ ＩＳＳの運営を妨げ、あるいは協会に不利益を与えるような行為、又はそ

のおそれのある行為 

エ その他、法律、法令、公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある行為 

 

第７条（利用資格の停止） 

協会は、利用者が本規約に違反したと判断した場合、当該利用者に事前に通知

することなく、当該利用者へのＩＳＳのサービスの提供を停止します。 

なお、当該利用者の所属機関に対して違反の事実等を報告して善処を求めるこ

とができるものとします。 

 

第８条（免責事項） 

利用者がＩＳＳを利用することにより生じる一切の損害につき、協会の故意又

は重過失がない限り、協会は免責されるものとします。また、協会が責任を負

う場合であっても、協会の責任は直接かつ通常の損害に限られるものとします。 

 

第９条（個人情報） 

協会は、利用者の個人情報（当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容

易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。以下

「個人情報」という。）を、以下の定めに基づき取り扱うものとし、利用者はこ

れに同意します。 

(1) 個人情報管理責任者 

利用者が提供した個人情報は、協会の理事が責任をもって管理するものとし

ます。 

(2) 協会は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）を遵守

し、ＩＳＳのサービスの提供を通じて保管する個人情報を安全に管理します。 

(3) 協会は、ＩＳＳのサービスの提供を通じて保管する個人情報の紛失、破壊、

改竄及び漏洩等を防止するため、適切な情報セキュリティ対策を講じます。 

(4) 個人情報の第三者への開示 

個人情報を利用者本人の同意を得ずに第三者に開示することは、原則として

いたしません。ただし、以下の場合は、法令に反しない範囲において、利用

者の同意なく登録情報を開示することがあります。 

ア 利用者が第三者に不利益を及ぼすと判断した場合 

イ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める

事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用者本人
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の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合 

ウ 裁判所、検察庁、警察、弁護士会、消費者センター又はこれらに準じた

権限を有する機関から、個人情報についての開示を求められた場合 

エ 法令により開示又は提供が許容されている場合 

(5) 第三者の範囲 

次に掲げる場合において、当該個人情報の提供を受け又は閲覧する者は、本

条における「第三者」には該当しないものとします。 

ア 協会が、第２条(1)に定める利子助成事業の実施に必要な範囲内において

個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合の委託先（なお、委託先

における個人情報の取扱いについては協会が責任を負います。） 

イ 協会の合併その他の事由による事業の譲渡又は承継に伴って個人情報が

提供される場合の譲渡先又は承継先 

 

第 10条（セキュリティの確保） 

協会は、ＩＳＳのサービスについて以下の方法によりセキュリティを確保しま

す。 

(1) 保管データとバックアップセンターのセキュリティ管理 

ア 委託先であるデータセンターとの間で必要な契約を締結するほか、安全

管理上の必要かつ適切な監督を行います。 

イ 保管データとバックアップデータの外部ネットワークからの不正アクセ

ス、紛失、破壊、改竄及び漏洩等の防止やコンピューターウィルスによる

汚染を防止し、保管データを安全に管理するため ISMS の国際規格

ISO/IEC27001を取得したデータセンターに管理を委託し、24時間システム

の稼動を監視する体制とします。 

(2) インターネット上のデータのセキュリティ管理 

インターネット上のデータの破壊、改竄、漏洩、なりすまし等を防止するた

め SSL（Secure Socket Layer）通信による暗号化を行います。 

(3)セキュリティの継続的な確保 

定期的に専門業者によるセキュリティ診断を実施します。 

また、必要に応じて、今後のセキュリティ技術の変化に対応したセキュリテ

ィ対策を適時講じるものとします。 

 

第 11条（ＩＳＳのサービスの変更、中断及び終了） 

協会は、次に掲げる場合は、利用者又はその所属する機関への事前の通知なく

して、ＩＳＳのサービスを変更し又は一時的に中断することがあります。 

ア 天災、停電、戦争等の不可抗力によりＩＳＳのサービスの提供ができなく
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なった場合 

イ 協会が、ＩＳＳの仕様の変更又はシステムの瑕疵の修補等を行う場合 

ウ ＩＳＳに対して第三者が当該機能を破壊する行為（サイバーテロ等）を行

い、そのためにＩＳＳのサービスの提供ができなくなった場合 

エ その他、協会が、ＩＳＳの保守等その運営上一時的な中断が必要と判断し

た場合 

 

第 12条（本規約の変更） 

協会は、必要に応じて本規約を随時変更することができるものとします。変更

の内容については、協会ホームページ（http://www.nokinkyo.or.jp/）に公開

します。 

 

第 13条（準拠法及び管轄裁判所） 

ＩＳＳ及び本規約の準拠法は日本法とし、ＩＳＳのサービス又は本規約に関し

て生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁

判所とします。 

 

付則 

本規約は、平成 24年７月 12日から適用します。 

（ＩＳＳの運用開始は、平成 24年 11月５日です。） 

 

付則 

本規約は、平成 28年６月 17日から適用します。 

 

付則 

本規約は、平成 29年４月７日から適用します。 

 

附則 

１ 本規約は、令和３年３月１日から適用します。 

２ 本規約の改正前に融資機関が提出していた利用届については、改正後の第

３条(4)の規定に基づいて提出した利用届とします。 

３ 前項の場合において、改正前の利用届において記載された責任者は、改正

後の第３条(5)前段により管理者として登録します。 

４ 第２項の場合において、改正前の利用届において記載された利用者につい

ては、改正後の第３条(5)後段により利用者として登録された者とみなしま

す。 
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附則 

本規約は、令和５年５月 29日から適用します。 

 


